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西山区民会館施設利用規則 

施設利用の注意事項 

 

 

 

改訂 令和３年 ２月２０日施行 

改訂 令和５年 ４月１日施行 

改訂 令和７年 ４月１日施行 

初版 平成８年 ４月１日施行 

改訂 令和７年 11 月 24 日見直し 

 

 

連絡先 西山区民会館 

〒４７１－００６７  豊田市栄生町２－２６－４ 

TEL （０５６５）３２－５１１2 

FAX （０５６５）３２－５１１2 

開 館 日：火曜日～土曜日 

休 館 日：日曜日・月曜日・祝祭日また区が定めた休日 

開 館 時 間：午前９時～１２時 

会館利用不可日：「西山自治区カレンダー」  赤枠参照 

  

この会館は区民、利用者のご協力により管理維持されます。 

施設の利用規則、注意事項をよく守り、ご利用ください。 
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＜施設利用規則＞ 
 
[施設] 

・西山区民会館に、付帯する各施設（大ホール、いこいの家、会議室、給湯室）、ふれ

あい広場、駐車場をいう。但し、給湯室は利用不可 

 

[利用申請] 

・施設等を利用する場合は、自治区に「西山区民会館利用許可申請書」（別紙）を提

出、申請は利用月日の 2 ヶ月前（月初）より受付、1 ヶ月単位申請とします。 

・申請は、利用日当日の開館時間内に事務局に連絡があれば可能です。 

・年間を通しての予約申請は、お断りします。 

 

[施設利用日・利用時間] 

・月曜日から日曜日の午前９時から午後９時までとする。ただし、大型連休等につい

ては、休館日とし施設の利用を中止する。 

・会館施設利用不可日は、「西山自治区カレンダー」   赤枠部分を示します。 

・会館利用者以外の方は、閉館時のトイレ利用はお断りします。 

 

[利用許可] 

・自治区が、緊急に利用が必要となった場合は、これを最優先とします。 

・原則として、区民の個人及び区各種協力団体を優先します。 

・自治区が、利用不適格と判断した場合は、許可致しません。 

・施設に破損等の被害が生じることが予想される場合は、お断り致します。 

例）大人の剣道利用：竹刀が大ホールの天井にあたり、破損の危険性あり 

ふれあい広場のゴルフ練習：ボール及びクラブが廻りの人に当たる危険性あり 

 

[利用料金] 

・施設利用料金は、「施設利用料金表」（下記資料）で定める料金とする。 

・利用料金の支払いは、申込み時にお願いします。 

・大ホールの冷暖房機（エアコン）は別途コイン制で使用出来ます。 

・区民の会議、催事、区行事の利用、自治区協力団体の施設利用は料金免除する。 

・キャンセルは、利用日前日の開館時間内に事務局へ連絡あれば可能です。 

・当日キャンセルした場合は、利用料金は返金致しません。 

 

[利用者の責務] 

・施設等の利用者は、申請書に基づき、施設利用時間を厳守し、使用備品等の整理 

整頓、室内清掃、床清掃、消灯確認、戸締り及び火災予防等に十分配慮すること。 

file:///C:/Users/ymne/Desktop/西山区民会館施設利用規則/③西山区民会館利用許可申請書・許可書.doc
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・利用施設（床、窓、天井、壁、扉、スイッチ類、照明、エアコン、換気扇、カーテ

ン等）備品（キャビネット、テレビ、イス、テーブル、IH コンロ、書棚等）を破損

した場合は、自治区に申し出をしてください。 

・施設等の利用を終了した場合は、鍵の返却と「西山区民会館使用報告書」（別紙）の

記載事項を漏れなく記入し、自治区に提出する。 

・原則として、鍵の未借用（未受取）はキャンセルと見なし、利用出来ません。 

・利用変更が生じた場合は、速やかに連絡等の手続きをしてください。 

・原則として、備品は施設内からの持ち出しは禁止です。 

・鍵の借用は区民会館の開館時に行い、閉館時は行わない。 

 

[利用時の注意事項] 
・施設内は、全館禁煙・飲食禁止です。 

・施設内は土足使用になっています。（スパイクシューズは入館禁止） 

・靴の汚れ（泥、ゴミ、水滴等）は清掃して、利用してください。 

・上履き利用の場合は各自ご用意ください。 

・利用時は4Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）にご協力ください。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組みにご協力ください。 

・利用時には、必要に応じ、マスクの着用を必ずお願いします。 

・利用時には、アルコールによる手の消毒をお願いします。 

・指定区域以外の駐車は禁止です。 

・駐車場利用は、会館利用とふれあい広場利用が重なった場合は、会館利用者を優

先します。 

 

[施設利用料金] 

施設利用料金表 

利用時間 

施設 

A B C D 

9:00~12:00 12:00~15:00 15:00~18:00 18:00~21:00 

大 ホ ー ル １２００円（各 A,B,C,D 利用時間単位とする） 

い こ い の 家 ７００円（各 A,B,C,D 利用時間単位とする） 

会 議 室 ７００円（各 A,B,C,D 利用時間単位とする） 

給 湯 室  

ふれあい広場  

冷 暖 房 機 

（大ホール） 
１台 １００円/時間（コインを投入して使用） 

 

file:///C:/Users/ymne/Desktop/西山区民会館施設利用規則/④西山区民会館使用報告書.doc

